
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
十
二
号

高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
令

内
閣
は
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
五

条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
第
五
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
の
第
三
学
年
の
課
程
を
修
了
し

た
者
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
そ
の
者
の
従
事
す
る
実
験
又
は
実
習
（
次

号
に
お
い
て
「
担
当
実
習
」
と
い
う
。
）
に
関
し
技
術
優
秀
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二
　
三
年
以
上
担
当
実
習
に
関
連
の
あ
る
実
地
の
経
験
を
有
す
る
者
で
、
当
該
担
当
実
習
に
関
し
技
術
優
秀
と
認
め

ら
れ
る
も
の

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
九
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
三
月
二
二
日
政
令
第
二
五
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
五
月
二
六
日
政
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
四
日
政
令
第
二
三
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
理
科
教
育
振
興
法
施
行
令
及
び
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
令
の
規
定

は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
二
六
日
政
令
第
一
四
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
令

の
規
定
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
政
令
第
一
八
五
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
令

の
規
定
は
、
平
成
六
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
は
、
同
表
中
「
地
理
歴
史
科
」
と
あ
る
の
は
「
地
理
歴
史
科
及
び
社
会
科
」
と
、
「
公
民
科
」
と
あ

る
の
は
「
公
民
科
及
び
社
会
科
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第
三
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
一
六
日
政
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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